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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシングと、軸方向に延びるケーシングボア内に配置された挿入部材と、前記ケーシ
ングの周囲側に設けられた高圧接続部とを有し、該挿入部材が、当該挿入部材と前記ケー
シングの間で軸方向に付勢された許容範囲内で降伏点まで負荷可能な支持スリーブを支持
するよう構成された内燃機関用の燃料噴射装置において、
　前記ケーシングボア（７）における前記支持スリーブ（１８）が挿通されている領域に
高圧側の燃料リザーバ室を形成するとともに、前記支持スリーブ（１８）の周囲側で前記
高圧接続部（１２）を前記燃料リザーバ室に開口させ、前記支持スリーブ（１８）を、そ
の壁面部にフィルタ面を有するフューエルフィルタとして形成するとともに、該フィルタ
面を介して燃料を前記支持スリーブ（１８）の内部空間（２２）へ流入させるよう構成し
、前記挿入部材（８）を流量制限弁（９）によって形成したことを特徴とする燃料噴射装
置。
【請求項２】
　前記壁面部にフィルタ開口部を設けたことを特徴とする請求項１記載の燃料噴射装置。
【請求項３】
　前記壁面部に孔（２３）を設けるとともに、該孔の断面でフィルタ材料を収容するよう
構成したことを特徴とする請求項１記載の燃料噴射装置。
【請求項４】
前記支持スリーブ（１８）に、多孔性の発泡材料から成るフィルタ領域を設けたことを特
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徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の燃料噴射装置。
【請求項５】
　前記フィルタ領域を多孔性の発泡金属で形成したことを特徴とする請求項４記載の燃料
噴射装置。
【請求項６】
　前記支持スリーブ（１８）に、多孔性の焼結材料から成るフィルタ領域を設けたことを
特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の燃料噴射装置。
【請求項７】
　前記フィルタ領域を多孔性の焼結金属で形成したことを特徴とする請求項６記載の燃料
噴射装置。
【請求項８】
　前記壁面部に孔（２３）を設けるとともに、前記支持スリーブ（１８）の外面及び／又
は内面にフィルタ用被覆物を配設したことを特徴とする請求項１記載の燃料噴射装置。
【請求項９】
　前記フィルタ用被覆物をフィルタスリーブとして形成したことを特徴とする請求項８記
載の燃料噴射装置。
【請求項１０】
　前記フィルタ用被覆物をフィルタカバーとして形成したことを特徴とする請求項９記載
の燃料噴射装置。
【請求項１１】
　前記フィルタ用被覆物を、少なくとも部分的に発泡性の多孔材で形成したことを特徴と
する請求項９又は１０記載の燃料噴射装置。
【請求項１２】
　前記フィルタ用被覆物を多孔性の発泡金属で形成したことを特徴とする請求項１１記載
の燃料噴射装置。
【請求項１３】
　前記フィルタ用被覆物の少なくとも一部を多孔性の焼結材料で形成したことを特徴とす
る請求項９又は１０記載の燃料噴射装置。
【請求項１４】
　前記フィルタ用被覆物を多孔性の焼結金属で形成したことを特徴とする請求項１３記載
の燃料噴射装置。
【請求項１５】
　前記フィルタ開口部を孔（２３）又はスリットで形成したことを特徴とする請求項２記
載の燃料噴射装置。
【請求項１６】
　前記孔をスリットとして形成したことを特徴とする請求項３～１５のいずれか１項に記
載の燃料噴射装置。
【請求項１７】
　前記孔を、前記支持スリーブ（１８）の長手方向へ延びるスリットとして形成したこと
を特徴とする請求項１６記載の燃料噴射装置。
【請求項１８】
　前記孔を、前記支持スリーブ（１８）の長手方向に対して直角方向に延びるスリットと
して形成したことを特徴とする請求項１７記載の燃料噴射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に基づく内燃機関用燃料噴射装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上記のような燃料噴射装置が開示されている特許文献１においては、挿入部材は、あら
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かじめ組み立てられてケーシングボア内へ挿入される一体のユニットとして形成されてい
る。このユニットは、中央孔を有するブッシュで構成されており、支持スリーブに沿って
案内されつつ弁プランジャを収容するとともに、弁プランジャを制御する調整器の軸方向
における反対側において、付勢されたパイロット弁の弁座を備えている。
【０００３】
　そして、このパイロット弁により、燃料噴射装置におけるニードル弁の後方で高圧に負
荷されている当該パイロット弁の調圧室が低圧側に開弁する。また、弁座は、平面状に形
成され、かつ、軸方向にモジュール式に構成された燃料噴射装置のケーシングにおける１
つのモジュールとしての板状の上方部材に対して密閉して支持されている。
【０００４】
　このような支持は、ブッシュのショルダ部と該ブッシュを収容するケーシングボアのシ
ョルダ部の間に配置されるとともに、モジュール式に構成された燃料噴射装置の軸方向に
ついて降伏点に至るまで許容範囲内で負荷される支持スリーブによってなされる。
【０００５】
　特許文献２には、当該燃料噴射装置に統合された流量制限弁を備えた内燃機関用燃料噴
射装置が開示されている。この流量制限弁と、該流量制限弁の軸方向反対側の離間した箇
所に配置された調圧室とは、共に燃料噴射装置のケーシングの孔内に収容されている。こ
の孔はノズルニードル弁の弁座へ延設されたノズルニードル孔のその後方へ延びる延長部
内に配置されており、この孔内では、そのノズルニードル孔との境界領域において流量制
限弁の閉鎖ピストンが所定範囲内で摺動可能に案内されている。
【０００６】
　ノズルニードル弁は、その軸と共に閉鎖ピストンに挿通されており、その後方における
ケーシング内で案内されつつ調圧室の境界の一部である制御ピストンに対して支持されて
いる。なお、この調圧室と、閉鎖ピストンの後方に配置され、かつ、ノズルニードル弁の
軸のケーシング側での案内によって画成された空間とは、共に高圧下にある。そして、ノ
ズルニードル弁を圧力に応じて開弁位置へもたらして燃料噴射を行うために、調圧室を制
御弁によって低圧側と接続する必要がある。
【０００７】
　また、燃料噴射時のできる限り最大の噴射量は所定量に設定されており、この所定量は
、ノズルニードル弁の弁座と閉鎖ピストンの間で、スプリングで付勢され、かつ、ノズル
ニードル弁の閉鎖位置に相当し、かつ、負荷が制限された初期位置を包囲するものである
。
【０００８】
　ここで、ノズルニードル弁が開弁されると、上記所定量が噴射量に応じて減少する一方
、閉鎖ピストンはスプリングの付勢力に抗する力を受けて、ノズルニードル弁への燃料の
流通を閉鎖する閉鎖位置へ摺動する。
【０００９】
　しかしながら、このような動作は、通常は達成されず、通常作動時に設定されている燃
料よりも多くの燃料がノズル開口部から噴射される場合にのみ達成される。したがって、
通常動作時には、ノズルニードル弁の閉鎖後、閉鎖ピストンとノズルニードル弁の間には
所定量の燃料が残存する。この残存した所定量は、閉鎖ピストンのその閉鎖位置への摺動
を生じさせず、その後、高圧側からのスロットルインレットによって満たされる。そのた
め、閉鎖ピストンは、スプリングによる付勢力を補足するようにして、噴射ができるよう
圧力に応じて再び初期位置へ摺動される。
【００１０】
　また、特許文献３には、燃料が、分離した高圧接続部を介して燃料噴射装置へ供給され
るよう構成された内燃機関用の燃料噴射システムが開示されている。この燃料噴射システ
ムにおいては、流量制限弁及びフィルタが高圧接続部において燃料流通方向に対して並置
されている。ここで、流量制限弁に対する上流側及び下流側にフィルタの配置箇所が設け
られており、この流量制限弁は、閉鎖ピストンによって動作するものとなっている。
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【００１１】
　この閉鎖ピストンは、その初期位置へスプリングによって付勢されており、燃料噴射時
に流入する燃料量が、閉鎖ピストンがその初期位置から閉鎖位置へ摺動する際に押し出す
量よりも多い場合に、スプリングによる付勢力に抗して閉鎖位置へ摺動するようになって
いる。なお、燃料の流通路に配置されたフィルタは、長く延設された隙間フィルタとして
形成されている。
【００１２】
　さらに、特許文献４には、内燃機関の複数の燃料噴射装置について、当該燃料噴射装置
に設けられた流量制限弁を立体的に当該各燃料噴射装置に接続すること、及び初期位置か
らスプリングの付勢力に抗して閉鎖位置へ摺動する流量制限弁にフューエルフィルタを統
合することが開示されている。この構成によれば、フューエルフィルタは、燃料の流通路
内において閉鎖ピストンを覆うよう配置された該閉鎖ピストンの一部を形成しており、閉
鎖ピストンと共に動作する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】独国特許第１０２１２００２号明細書
【特許文献２】独国特許第１９６４７３０４号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０３２３４３０号明細書
【特許文献４】独国特許第４４２７６０７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的とするところは、冒頭に記載したような燃料噴射装置において、追加的な
手間及びコストをかけることなく、更なる機能を達成することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的は、請求項１記載の発明の特徴によって達成される。すなわち、支持スリーブ
を、その壁面部にフィルタ面を有するフューエルフィルタとして形成することにより達成
される。
【００１６】
　この支持スリーブは支持機能のほかにフィルタ機能を有しており、本発明において、こ
のフィルタ機能は、支持スリーブの壁面部に細かな孔（例えばレーザにより形成された孔
）を形成することにより他の部材を追加することなしに達成することができるようになっ
ている。この孔について、これを支持スリーブの壁面部の任意の範囲にわたって形成する
ことができ、また、この孔の形状も任意に設定することが可能である。例えば、支持スリ
ーブの壁面部を、長手方向及び／又は周方向へ延びるフィルタ帯とすることができる。
【００１７】
　このフィルタ帯の配置を、例えば支持スリーブの周囲にわたるようにし、支持スリーブ
の降伏点に適宜影響を与えるようにすることができる。一方、孔の断面形状によっても降
伏点に影響を与えることが可能である。
【００１８】
　さらに、本発明によれば、支持スリーブ全体又はそのフィルタ範囲のみを多孔性の発泡
材料、例えば多孔性の発泡金属で形成している。そのため、材料の選択によっても追加的
なフィルタ機能が追加的に得られる。また、支持スリーブ全体又はそのフィルタ範囲のみ
を多孔性の焼結材料、例えば多孔性の焼結金属で形成することもできる。以上のことより
、二重の機能（すなわち、支持及びフィルタ）について、支持スリーブについて必要な構
造が、多孔性のフィルタ部材を製造するという追加的な作業の手間をかけることなく達成
される。
【００１９】
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　また、本発明においては、ろ過していない燃料の流入を許容する開口部を支持スリーブ
の壁面部に設けており、さらに、この支持スリーブの外壁面及び／又は内壁面にフィルタ
用の被覆物を設けている。このようなフィルタ挿入部材は、上記のように、フィルタスリ
ーブとして特に多孔性の発泡材料などのフィルタ用材料で形成される。
【００２０】
　そして、上記のようなフィルタ挿入部材を、例えば支持スリーブ内に挿入されたパイプ
状のフィルタ要素によって、又はフィルタスリーブを覆うパイプ状のフィルタ要素によっ
て形成してもよい。ここで、特に、流通方向へ向けて支持スリーブの壁面部に設けられた
フィルタ要素において、フィルタ構造を、支持スリーブ上に形成され、かつ、支持スリー
ブから一部取り除いたものとして形成することが可能である。
【００２１】
　また、本発明によれば、他の簡易な解決手段が得られる。すなわち、フィルタ機能を、
支持スリーブ上で特に弾性的に付勢されつつ支持スリーブ上で支持されるフィルタカバー
によって得ることも可能である。なお、本発明の他の特徴は従属請求項に記載されている
。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、追加的な手間及びコストをかけることなく、支持機能とフィルタ機能
を備えた支持スリーブを有する燃料噴射装置を提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】燃料噴射装置の断面図である。
【図２】図１の燃料噴射装置における支持スリーブ近傍を拡大して示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２５】
　図１及び図２に示す内燃機関用の燃料噴射装置１は、ケーシング２を備えているととも
に、燃料噴射ノズル３まで延在する１つのユニットとして形成されている。このユニット
はニードル弁４を含んで構成されており、該ニードル弁４は、噴射ノズル開口部を閉鎖す
る閉鎖位置へ付勢されているとともに、当該ニードル弁４の上方に位置する調圧室５が不
図示の低圧側に接続された場合、圧力に応じて、付勢力に抗して開弁位置へ調節される。
【００２６】
　燃料噴射装置１のこのようなよく知られた構造に従い、高圧管路６が燃料噴射ノズル３
方向へ延設されている。この高圧管路６はケーシングボア７を起点としており、該ケーシ
ングボア７内には、当該ケーシングボア７内に設ける挿入部材８としての流量制限弁９が
配置されている。
【００２７】
　この流量制限弁９として形成された挿入部材８はスリーブ状の弁ケーシング１０を含ん
で構成されており、該弁ケーシング１０は、ケーシングボア７内におけるその軸中心に沿
って、高圧管路６との接続部方向へ該接続部を密に閉鎖するよう付勢されている。また、
弁ケーシング１０の中心孔１１は、燃料噴射装置１における高圧側の接続部１２から燃料
噴射ノズル３へ至る連通部の一部を形成しているとともに、ケーシングボア７における弁
ケーシング１０により画成された空間部１３まで延設されている。なお、燃料噴射ノズル
３へ至る高圧管路６は、この空間部１３を起点としている。
【００２８】
　しかして、スリーブ状の弁ケーシング１０の前記中心孔１１は流量制限弁９におけるト
レー状のピストン１４をガイドするよう形成されており、該ピストン１４は、弁ケーシン
グ１０で軸方向に支持されたスプリング１５によって、燃料流通方向に対して逆方向（図
中上方向）に設定された当接箇所へ付勢されている。このピストン１４は、スプリング１
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５による付勢力に抗して、圧力に依存しつつ所定範囲内で摺動可能となっている。そして
、このピストン１４の変位は、中心孔１１内に配置された凹状の段部１６によって規制さ
れている。
【００２９】
　ここで、ピストン１４がそのジャケットと共に段部１６に着座した状態にあると、高圧
側の接続部１２から燃料噴射ノズル３への連通部が遮断されることになる。一方、流量制
限弁９が開弁状態にある場合には、ピストン１４の周囲において燃料の貫流が生じるよう
になっている。この際、ピストンの周囲における上記貫流は、ピストン１４と該ピストン
１４をガイドする中心孔１１の間の間隙によりなされ、該間隙は、燃料噴射ノズルへ十分
な燃料を供給することができるよう設定されている。
【００３０】
　しかして、ピストン１４の前記当接箇所はリング状挿入部材１７によって位置決めされ
ており、該リング状部材１７は、スリーブ状の弁ケーシング１０と支持スリーブ１８の間
に配設されている。そして、この支持スリーブ１８は、リング状部材１７の反対側におい
てシーリングストッパ１９に当接している。なお、このシーリングストッパ１９は、ケー
シングボア７を密閉するものであり、ケーシング２に螺合するボルト２０によって、支持
スリーブ１８を支持する位置へ付勢されている。
【００３１】
　また、ケーシング２における支持スリーブが貫通している領域には、ケーシングボア７
によって、高圧側のリザーバ室が形成されている。ここで、高圧側の接続部１２からの燃
料の流入は支持スリーブ１８の周囲においてなされ、このように高圧側の接続部１２を介
して流入した燃料は、本発明に基づき、フィルタ面として形成された領域を通過した後、
流量制限弁９に連通した内部空間２２へ至る。
【００３２】
　この流量制限弁９は、燃料噴射装置１の制御された、あるいは周期的な動作において最
大の燃料噴射量を噴射する際に、弁ケーシング１０におけるショルダ状の段部１６方向へ
ピストン１５を摺動させるためだけのものとなっている。そして、貫流路を燃料噴射ノズ
ル３方向へ閉鎖するいかなる装置も段部１６には設けられていない。
【００３３】
　さらに、故障時を除き、燃料噴射装置１の周期的な動作は、各噴射量に応じた燃料量が
ピストン１４に連続的に供給されるようになっている。したがって、ピストン１４は、ス
プリング１５による所定の付勢力によって図示の初期位置に復帰することができるように
なっている。仮に、噴射工程における異常又はシール不足によって大きな流量となった場
合には、ピストン１４をその閉鎖位置へ調整するような当該ピストン１４の移動に対応す
る流量が補われず、ピストン１４は、スプリング１５による付勢力を受けつつもその閉鎖
位置である段部１６との当接箇所へ至るようになっている。
【００３４】
　ところで、挿入部材８を形成している流量制限弁９は、支持スリーブ１８をその降伏点
まで付勢できるようにすることで、許容範囲に依存せずに、支持スリーブ１８を介して比
較的広範な限界範囲内で支持されている。さらに、支持スリーブ１８はフィルタとして形
成されており、このフィルタは、図中において細かな孔２３によって示されている。なお
、これら孔２３は、例えばレーザによって容易に穿孔され得るものとなっている。
【００３５】
　また、孔２３の代わりに、支持スリーブ１８において縦方向又は横方向に延びるスリッ
トとしてもよい。さらに、穿孔を上記以外の方法又は形状によって行うようにしてもよい
。このとき、降伏点への影響の観点から孔の大きさを決定するのが好ましい。
【００３６】
　また、孔２３又は他の形態による孔の大きさは、上記のようにフィルタとしての機能を
果たせるように設定されている。さらに、本発明においては、支持スリーブ１８に例えば
フィルタカバーなどのフィルタ用の被覆物若しくは支持スリーブ１８を覆うフィルタスリ
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ーブを設けるか、又は支持スリーブ１８の内側にフィルタ取付部若しくはフィルタスリー
ブを設けるようにしてもよい。
【００３７】
　また、本発明においては、支持スリーブ１８自体を、その全体又は一部を多孔性のスポ
ンジ材（発泡性材料）、焼結材料などのフィルタ特性を有する材料で形成してもよい。こ
のような多孔性のスポンジ材、焼結材料などのフィルタ材料を付着物として支持スリーブ
の一部に設けることもできる。さらに、支持スリーブ１８を例えば金網のような格子状の
構造としてもよい。
【００３８】
　以上より、支持スリーブ１８によって、追加的な手間、コスト及び空間を要することな
くフィルタ機能も統合された燃料噴射装置を実現することが可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　　　　　燃料噴射装置
　２　　　　　ケーシング
　３　　　　　燃料噴射ノズル
　４　　　　　ニードル弁
　５　　　　　調圧室
　６　　　　　高圧管路
　７　　　　　ケーシングボア
　８　　　　　挿入部材
　９　　　　　流量制限弁
　１０　　　　弁ケーシング
　１１　　　　中央孔
　１２　　　　接続部
　１３　　　　空間部
　１４　　　　ピストン
　１５　　　　スプリング
　１６　　　　段部
　１７　　　　挿入部材
　１８　　　　支持スリーブ
　１９　　　　シーリングストッパ
　２０　　　　ボルト
　２２　　　　内部空間
　２３　　　　孔
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